
 

2019 年 5月 14 日 

各  位 

 

 

 

 

 

連結子会社からの配当に関するお知らせ 

 

 当社は、連結子会社から剰余金の配当を受領することになりました。その一部が金融商品取引法第

24 条の 5 第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づく臨時

報告書提出要件に該当するため、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

(1）当該事象の発生年月日 

①ニチリン ベトナム カンパニー リミテッド（議決権所有割合 100％(うち間接所有分 13.3％)） 

 2019 年４月４日（配当決議日） 

 なお、剰余金の配当の効力発生日は、2019 年４月および 2019 年 10 月を予定しております。 

②上海日輪汽車配件有限公司 （議決権所有割合 72％） 

 2019 年５月 13日（配当決議日） 

 なお、剰余金の配当の効力発生日は、2019 年６月および 2019 年９月を予定しております。 

 

(2）当該事象の内容 

  当社は、連結子会社である下記２社より、配当金を受領することになりました。 

①ニチリン ベトナム カンパニー リミテッド（議決権所有割合 100％(うち間接所有分 13.3％)） 

 配当金額：966 百万円 

（４月受領済 4,335 千米ドル、10月受領予定 4,335 千米ドルを１ドル 111.52 円で換算） 

②上海日輪汽車配件有限公司 （議決権所有割合 72％） 

 配当金額：689 百万円 

（６月受領予定 21,600 千中国元、９月受領予定 21,600 千中国元を１元 15.97 円で換算） 

 

(3）当該事象の損益に与える影響額 

当該事象により、2019 年 12 月期の個別決算において、受取配当金 1,656 百万円を営業外収益に

計上いたします。 

 なお、連結子会社からの配当であるため、2019 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であり

ます。 
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